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１ 目 的 

山形市コミュニティバス高瀬線は、路線バス空白地域における住民の交通手段を確保するため、

高瀬地区住民の生活に必要な交通を確保することを目的とし運行している。 

令和６年度から令和８年度までの業務実施にあたり、事業を円滑に実施するために最も適切な

事業者を、優れた企画提案の内容や価格等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式により選

定する。 

本実施要領において、山形市コミュニティバス高瀬線運行業務の契約候補者を選定する公募型

プロポーザルの応募資格、手続き、審査等の内容について必要な事項を定める。 

 

２ 委託業務 

（１）業 務 名  山形市コミュニティバス高瀬線運行業務 

（２）業務内容  別添「山形市コミュニティバス高瀬線運行業務委託仕様書（以下、「仕様書」 

という。）」のとおり。 

（３）委託期間  契約締結の日から令和 9 年 3月 31 日まで 

（運行期間：令和 6 年 4月 1 日から令和 9 年 3月 31 日まで） 

（４）委託金額  上限金額は 27,676,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）とするが、上限                                         

金額を超える提案も可とする。 

※上限金額については、令和５年当初予算を基に設定した額のため、上限金額を超える提案

も可としますが、その場合は３月議会での予算の補正が必要となります。その間、山形市

と契約候補者で仕様や委託料について協議・調整の上、補正予算成立後に契約を行います。 

 

３ 参加資格 

  本業務の公募型プロポーザルに参加する者は、以下の要件を全て満たすこと。 
（１）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更正手続開始の申立てが行われた者又

は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者で

ないこと。 

（２）会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は

破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立

てがなされていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項各号に該当する者でないこ

と。 

【第 167 条の 4】  

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号の

いずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 

条第 1 項各号に掲げる者 
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（４）山形市税の滞納がないこと。 

（５）山形市暴力団排除条例（平成23年市条例第25号）第2条に規定する暴力団、暴力団員又は

これらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

（６）道路運送法（昭和26年法律第183号）第4条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業

の許可を取得している者、又は、運行開始日までに取得する見込みの者であること。 

（７）山形市内に本社又は営業所を有する法人であること。 

（８）その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

４ スケジュール 

内  容 日  時 

プロポーザルの公募開始 令和 5 年 12 月 5（火） 
実施要領及び仕様書に関する質問受付 令和 5 年 12 月 8 日（金）午後 5 時まで 

質問に対する回答 令和 5 年 12 月 12 日（火）午後 5 時まで 
参加申込書等の提出 令和 5 年 12 月 15 日（金）午後 5 時まで 

企画提案書等の提出 令和 5 年 12 月 20 日（水）午後 5 時まで 
審査委員会の開催 令和 5 年 12 月 26 日（火） 

審査結果の通知 令和 5 年 12 月下旬 

契約締結 令和 6 年 3 月 

 
５ 実施要領及び仕様書等に関する質問 

本プロポーザルに関する質問がある場合は、下記により質問すること。ただし、審査に支

障を来す質問、評価基準及び他の参加者に関する質問は受け付けない。 

（１）受付期間  令和 5 年 12 月 8 日（金）午後 5 時まで 
（２）質問方法  質問書（様式１）を使用し、午前 9 時～午後 5 時までの間に電子メール又

は持参により提出すること。電子メールにより提出した場合は、その旨を担

当へ電話で連絡すること。 

（３）質 問 先  〒990-8540 山形市旅篭町二丁目 3 番 25 号 

山形市企画調整部公共交通課交通ネットワーク係 

電話：023-641-1212（内線 438） 

電子メール：kotsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

※メールの件名は「（質問）山形市コミュニティバス高瀬線運行業務」と

すること。 

（４）回答日時  令和 5 年 12 月 12 日（火） 午後 5時まで 

（５）回答方法  山形市公式ホームページに掲載 

 

６ 参加申込及び参加要件適格確認 

 （１）申込期間  令和 5 年 12 月 5 日（火）～12 月 15 日（金） 

（２）申込方法  提出書類を郵送（締切日必着）又は持参（持参する場合は、土日、祝日

mailto:kotsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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を除く午前 9 時～午後 5時まで） 

（３）提出書類  ① 参加申込書（様式２） 

② 誓約書（様式３） 

③ 会社概要書（様式４） 

④ 山形市の法人納税証明書（写し可） 

※前事業年度分とする。ただし、前事業年度分の法人納税証明書を 

発行できない場合は、その前の事業年度分とする。 

  （４）提出部数  2 部（正本 1 部、正本の写し 1 部） 

（５）提 出 先  〒990-8540 山形市旅篭町二丁目 3 番 25 号 

山形市企画調整部公共交通課交通ネットワーク係 

  （６）参加要件適格確認 

上記（３）で提出された書類について、参加要件適格が確認された者に対しては、参

加要件適格通知書により通知を行う。参加要件を満たしていない者に対しては、参加要

件不適格通知書により通知を行い、プロポーザルへの参加を認めない。 

 

７ 企画提案書等の提出 

  「６ 参加申込及び参加要件適格確認」により参加要件適格の通知を受けた者は、次のとお

り企画提案書等を提出すること。 

（１）提出期限  令和 5 年 12 月 20 日（水） 

（２）提出方法  提出書類を郵送（締切日必着）又は持参（持参する場合は、土日、祝日

を除く午前 9 時～午後 5時まで） 

（３）提出書類  ① 業務実施体制書（様式５） 

② 企画提案書（様式６）  

③ 経費見積書（様式７） 

（４）提出部数  10 部（正本 1 部、正本の写し 9 部） 

（５）提 出 先  〒990-8540 山形市旅篭町二丁目 3 番 25 号 

          山形市企画調整部公共交通課交通ネットワーク係 

 

８ プレゼンテーション 

令和 5 年 12 月 26 日（火）に指定の場所で、山形市コミュニティバス高瀬線運行業務

公募型プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）に対し、「７ 企画提案

書等の提出」で提出した「業務実施体制書（様式５）、企画提案書（様式６）及び経費見

積書（様式７）」を用いてプレゼンテーションを行うが、その中でも「企画提案書（様式

６）」を重点的に説明すること。また、あわせて質疑応答も行う。 
プレゼンテーションの時間及び場所の詳細については、「６ 参加申込及び参加要件適

格確認」の参加要件適格通知書において通知する。 
  （１）説明要領 

① 参加できる人数は 2名以内とし、説明は原則当該業務の担当者が行うこと。 
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② 時間は 15 分以内（説明 10 分、質疑応答 5分）とする。 

    ③ 順番は、法人名又は事業者名の五十音順とする。 

    ④ 説明に際して、プロジェクター等機器を用いることができる。なお、市で準備する 

機材は、プロジェクター、スクリーン、パソコン、レーザーポインターとし、企画提 

案書等の提出にあわせて申し出ること。 

    ⑤ 他者のプレゼンテーションを傍聴することはできない。 

 

９ 審査 

  審査委員会で「別表 評価基準表」に基づき評価を行う。 

（１）失格 

  次に掲げる項目のいずれかに該当するものは、失格とし、審査の対象としない。 

 ① 提出した書類に虚偽の記載のあるもの。 

② 期間内に提出書類が提出されなかったもの。 

③ 審査会の委員に対して、直接間接を問わず接触を求めたもの又は接触したもの。 

④ 審査結果に影響を与えるような工作をしたもの。 

⑤ その他、実施要領に違反するもの。 

  （２）審査結果 

① 各審査委員の評価点合計得点が最も高い上位 1 者を、契約交渉順位第 1 位の候補者

（以下、「第 1 位の候補者」という。）として選定する。また、令和 5 年 12 月 5 日時点

で、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）4 条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の

許可を取得している者のうち、各審査委員の評価点合計点が第１位の候補者の次に高か

った者を契約交渉順位第 2 位の候補者（以下、「第 2位の候補者」という。）として選定

する。合計得点の最も高い者が 2者以上いるときは、企画提案の評価点が高い者を上位

とする。 

② 各審査委員の評価点の合計得点の 6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない場

合は、契約候補としない。 

③ 企画提案をする者が 1 者のみの場合であっても審査を実施するが、その場合、各審査

委員の評価点の合計得点が配点合計の 6割以上となった場合に限り、第 1位の候補者と

して選定する。 

④ 審査の結果は文書により通知し、山形市公式ホームページで公開する。なお、電話や

手紙等による審査結果に関する問い合わせには一切応じない。 

⑤ 審査結果について、異議を申し立てることはできない。 

 

 10 公募型プロポーザル参加に際しての留意事項 

  （１）参加者は、参加申込書の提出をもって実施要領の記載内容を承諾したものとする。 

  （２）参加申込み後に辞退する場合は、辞退届（様式８）にて届け出ること。 

  （３）提出された書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

  （４）提出された書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他
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日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持

管理手法等を用いた結果生じた事象に関する責任は、すべて参加者が負うものとする。 

  （５）書類の提出に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によ

るものとする。また、造語及び略語は、専門用語又は一般用語を用いて初めて出た場所に

定義を記述すること。 

  （６）複数の企画提案書の提出はできない。 

（７）提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。（市が補正等を求める場

合を除く。） 

（８）公募型プロポーザルに要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

  （９）選定された参加者の企画提案（プロポーザル）に盛り込まれた内容がすべて業務委託内

容になるとは限らない。 

 

 11 契約に関する基本事項 

  （１）契約交渉 

     第 1位の候補者との協議が不調となったと市が判断した場合は、第 1 位の候補者との

交渉を終了し、第 2 位の候補者を繰り上げ、協議を行う。 

  （２）契約の締結 

     第 1位の候補者と当該業務についての協議を行い、内容について合意の上、仕様書を

作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を

締結する。なお、第 2位の候補者を繰り上げた場合も同様とする。 

    （３）契約の取消 

     道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 4 条第 1 項に規定する一般乗合旅客自動車運

送事業の許可を運行開始日（一般乗合旅客自動車運送事業の許可を有さない事業者につ

いては別途調整する日）までに取得できなかった場合は、契約を取り消すことがある。 
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別表

業務実施体制書　１～４
運転手の確保も含め、本業務の円滑かつ安全な運行
を図るうえで,必要な体制が整っているか 5

業務実施体制書　５
一般乗合旅客自動車運送事業において、過去５年に国
土交通省による処分、又は重大事故がないか 5

（２）業務実績 業務実施体制書　６ 業務実施に必要な知識や経験を有しているか 5

（３）車両の仕様 業務実施体制書　７
通常車両が使用できない場合（定期点検、突発的な事
故時）の適切な代替車両による運行が可能であるか 5

経費見積書
（運行経費見積額） 15

経費見積書
（増発便見積額） 5

企画提案書１-①
新規利用者の獲得に向けた具体的かつ現実的な取組
の提案が示されているか 15

企画提案書１-②
新規利用者の利用の定着や、既存の利用者の利用促
進に向けた具体的かつ現実的な取組の提案が示され
ているか

15

（２）利便性向上 企画提案書　２
利便性向上を図るための効果的かつ現実的な取組の
提案が示されているか 15

（３）乗務員等の接遇向上 企画提案書　３
乗務員の接遇向上のための効果的な取組が示されて
いるか 5

（４）増発便の運行 企画提案書　４
小学校の校外学習など、大人数での利用に対応できる
体制が整っているか 5

（５）運行内容改善に向けた取り
組み

企画提案書　５
３年間の委託期間における運行内容の検討に関し、事
業者として協力可能な取り組みが効果的かつ現実的に
示されているか

5

100

 3_企画提案

 2_価格 業務価格 提案内容に応じた能率的な価格であるか

（１）利用促進

合計

※評価基準は内容の修正など調整する場合があります。

 1_業務実施体制

（１）運行における安全管理等

山形市コミュニティバス高瀬線運行業務　公募型プロポーザル　評価基準表

評価項目 評価の参考 評価の視点 配点


